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研究成果の概要（和文）：短時間の視覚的体験でどれほどの記憶を形成できるのかを心理学実験により検討し
た。１）現実の事件からヒントを得て視線解析実験を行い、カーブ運転の対向車線の認識が極めて貧しいことが
わかった。２）オブジェクト（日常事物）の短時間提示実験ではオブジェクトの視覚的認知がその機能からも素
早く、正確に認識されることがわかった。３）誘導が介在するような識別における「わからない判断」が有効と
されたが、その効果は認められなかった。４）短時間しか見ていない目撃者に事前に記憶が良いというような情
報を与えると、それが虚偽であっても目撃者が過剰な自信を持つことも明らかになった。

研究成果の概要（英文）：From our series of experiments, following results were obtained.1)When we 
observed any objects while curve driving, it was found by experiment that our eyes gazed tangent 
point (Land and Lee, 1994) or future path(lapping, 2014), that is our eyes pursuit the top point or 
the middle of the curvature, so we could not recognized and remember those objects in detail. 2)We 
investigated that in natural scene what kind of information form the scene is recognized and 
remembered.hen we use functional category of objects to recognize the objects, the accuracy and the 
speed of the recognition is almost same as when we use basic category. 3)If we only saw a target 
person briefly, the formation of the memory of the person was very poor. 4)The confidence of the 
eyewitness memory is easily influenced by the information about the memory ability of that person 
beforehand.

  

研究分野： 応用認知心理学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
目撃証言の心理学では、記憶の様々な側面が検討されてきたが、目撃記憶の正確さを支える第一歩は、対象の視
覚的段階でどれだけの情報が認識され、記憶されるのかを明らかにする必要がある。今回のプロジェクトでは、
１）基礎領域ではオブジェクト認知にオブジェクトの機能からもオブジェクトが速く認知されることを明らかに
した。２）また目撃供述の関係では、短時間の目撃によって形成される記憶は極めて粗く、それを以って人物識
別の証拠とすることが危険であること、またそのような識別では目撃者の自身の記憶への過剰な自信を持ちやす
いことが明らかになった。これらの知識は現実の司法における科学的な目撃証拠の取り扱いに寄与しよう。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
 過去、目撃者の記憶によって犯人を誤ってしまい、裁判までもが誤るということが数多く報
告されてきた。特にこのような現象が明らかになったのは 1992 年に米国で立ち上げられた、
イノセンス・プロジェクトという訴訟組織の仕事である。この組織は、無実を訴える有罪判決
者（冤罪者）の雪冤のために DNA 分析を用い、現在までに 360 人を超える雪冤を果たしてき
た。では、なぜそれほどまでに裁判が誤るのか。 
  この誤判の原因には誤った目撃者の記憶が関与していることが明らかになった。上述した
360 人の誤判の背景には目撃者の誤りが７割以上関与していたことが、その後の分析で明らか
になった。では目撃者はなぜ誤るのであろうか？この問題に関しては 1970 年代以降、世界の
先進国の心理学者がその原因の解明に努力してきた。その結果、現在では目撃者の記憶を歪め
る多くの要因が明らかにされてきた。 
  しかしながら、そのような多くの原因究明が科学的心理学のもとになされてきているものの、
短時間の目撃からどの程度の記憶が形成されるのかは明らかにされてきていない。もちろん、
森羅万象の対象があり目撃時間だけを変数にしただけでも、大変な数の研究が必要となる。そ
れを実際に行うことは不可能である。そこで、今回の研究では現実の事件における短時間目撃
で、争いの余地のある事例を取り上げて、目撃者の供述と実験の結果とを比較することで、私
たちの陥りやすい記憶形成の問題を解明するということを考えた。もう一つは、より基礎的な
実験を実施することで、より厳密な人間の知覚から記憶という過程を検討するという方法を採
用することとした。この後者のアプローチに対しては複数のテーマを掲げての検討をする必要
があると考えた。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、短時間における知覚がどのような記憶をもたらすのか？ということに焦点を当
てて、その現象の解明を現実の事件と基礎的実験から明らかにすることを目的とした。この目
的のために以下の具体的項目を掲げた。 
 
１）現実の事件における目撃供述の検討 
 この現実の事件では飯塚事件における目撃供述を取り上げ、報告されている目撃供述が可能
かどうかを、視線解析の方法によって検討することを目的とした。 
 
２）オブジェクトの短時間提示による検討 
 ここでは、ナチュラルシーンにおけるオブジェクト認識を短時間の刺激提示でどこまで可能
かを追求するテーマを設定した。具体的には RSVP（高速継時視覚提示）等の短時間刺激提示
を利用して、人工的オブジェクトの機能からオブジェクト認識がどのように行われるのかに関
する実験的検討を行うことを目的とした。 
 
３）短時間の目撃事態における記憶変容の現象の検討：誘導をどう防ぐのか？ 
 短時間で起こった事件の後に、尋問者（警察官）が犯人に関する何らかの情報を持っている
ような場合、尋問者は目撃者に対してその容疑者を識別して欲しいというバイアスに陥ること
がある。いわゆる目撃者への誘導が行われる。現実の事件でも、このような誘導が存在したこ
とを示す記録が残されている。イノセンス・プロジェクトの報告を分析したギャレットの報告
などには多くの事例が示されている。そこでこの誘導に対抗できる方法としての、識別時の「わ
からない」という反応の効果を検証することした。 
 
４）短時間の目撃事態における目撃者の記憶に対する確信度形成に及ぼす要因の検討 
 目撃者の記憶の確信度（自信度）は裁判において、陪審員に対して重要な影響力を持つ。短
時間の目撃であれ、目撃者は自身の記憶に強い自信を持つようになる。それはどのように形成
されるのであろうか。本テーマでは事前の目撃者のメタ記憶を操作することで（例えば、事前
の記憶テストを実施して、結果に関わらずその成績が良いと報告する場合としない場合で）、そ
の後の目撃の記憶に対する確信度が変わるのかどうかを検討する。 
 
３．研究の方法 
１）現実の事件における目撃供述の検討 
 現実の事件としては、飯塚事件の目撃者の供述を取り上げての検証を行った。飯塚事件の目
撃は運転中の車から、左に大きくカーブするくだり坂道で、対向車線に停車していた車と人を
目撃したと言うものである。飯塚事件ではすでに提案者によって模擬実験がなされてきた。そ
して、短時間の車両運転中の目撃では、対象物（車両）や人物の詳細な記憶形成につながらな
いと言う実験結果は得ていた。しかし、その原因の解明が行われていなかった。そこで、今回
の検討では Land & Lee(1994)の提唱するタンジェント・ポイント・モデルの実証実験によっ
て、カーブ運転時の眼球運動を計測した。そして、実際に曲がる方向の端点であるタンジェン
ト・ポイントや Lappi(2014)の指摘するヒューチャー・パス・モデルの予測のような道路上の
ポイントを視線が向くのかどうかを、視線解析装置を使用して検討した。職業ドライバー（４
名）を含む９名に、実際に目撃現場を視線記録装置をつけて運転してもらい、彼らの眼球運動



を測定し、解析した。 
 
２）オブジェクト認識の短時間提示による検討 
 このオブジェクト認識における短時間提示での成立に関する検討では、RSVP 課題やオブジ
ェクト単独の短時間提示法を使用しての検討を行った。３つの実験を通して、提案者が注目し
たのは人工物の機能というカテゴリーである。従来、オブジェクト認識はベーシック・カテゴ
リーやスーパーオーディネイト・カテゴリーとの関係で検討されてきたが、機能カテゴリーか
らの検討心理学においては全くと言って良いほど行われてこなかった。工学系からのアプロー
チは行われてきた。そこで、本研究ではこの３つのカテゴリーによるオブジェクト認識の正確
さ、速さを比較することで、その機序を検討した。 
 
３）短時間の目撃事態における記憶変容の現象の検討：誘導をどう防ぐのか？ 
 このテーマに対しては、この面接者からの彼らに都合の良い誘導を抑制できるのかどうか方
法としての「わからない判断」を導入して、この判断によって、面接者からの誘導灯に対抗で
きるのかどうかを検討した。 
 
４）短時間の目撃事態における目撃者の記憶に対する確信度形成に及ぼす要因の検討 
 本検討では、事前に参加者は目撃証言の信用性を予測する尺度として架空の尺度に回答した。
その後、目撃用フィルム（置引の事件）を見て、さらに事件についての質問紙に回答した（記
憶の確信度も尋ねた）。その後、事前の尺度の結果をフィードバックされた（良い成績、悪い成
績、フィードバックなし）。そして２回目の質問紙に回答した（先ほどの回答に誤りがあったの
でもう一度お願いしますというように依頼した）。質問による回答の１回目と２回目の確信度と
記憶成績の差分を計算し、それを指標に確信度の揺らぎを検討した。 
 
４．研究成果 
１）現実の事件における目撃供述の検討 
 この飯塚事件で重要な視認期間は被目撃車両が前方に見えるようになる時点から、運転車両
が目撃車両の横を通り過ぎるまでである。この時間はほぼ９秒間である。この期間における視
線解析を行なったところ以下のような結果となった。 
 
●車への注視（基本的に車の６カ所を注視していた：フロント上下、右サイドボディ上下、車 
  輪右の前輪と後輪）・・・17％ 
●人物は一カ所の注視である（面積が小さいため）・・・６％ 
●タンジェント・ポイントおよび左レーン・・・30％ 
●道路中央・・・36％ 
●自車のピラー、カーブミラー、自車メータ右ドアミラー、その他・・・11％ 
 さらにこれらの注視の割合に対して、車両の注視時間は平均で 1.18 秒、人物で 0.43 秒であ
り、車両がさらに６箇所の注視に分割されることを考え併せると、この視線行動からも車の細
部まで記憶に残らないことが明らかになった。また、カーブ道の運転における視線の向く方向
であるタンジェント・ポイントやヒューチャー・パスというモデルが示す予測が、十分に妥当
することも明らかとなった。 
 
２）オブジェクト認識の短時間提示による検討 
 機能という視点からオブジェクト認識の成立を検討するために、実験１では短時間のオブジ
ェクト提示に３条件をもうけ、オブジェクト検出課題を行った（27ms、53ms、80ms）。検出力 d
プライムを算出したところ、27ms ではベーシックレベルカテゴリーと機能カテゴリーが、上位
カテゴリよりもほぼ同等に優れ、53ms では３条件に差がなく、80ms では再びベーシックレベル
カテゴリーと機能カテゴリーが、上位カテゴリよりもほぼ同等に優れるという結果であった。
この結果から、機能カテゴリーがオブジェクト認識において重要な役割を演じていることが明
らかになった。さらに、検出の速さもベーシックレベル、機能レベル、上位レベルの順で遅く
なるという結果であった。 
 以上の結果は短時間提示におけるゴー・ノーゴー課題を採用しての実験でも同様に得られた。
こちらの実験では提示時間は 27ms、53ms の２条件であった。53ms 条件では３カテゴリーの処
理には優位な差が認められないものの、27ms 条件では、ベーシック、機能、上位の順に判断時
間が長くなった。 
 以上の結果から、機能の情報は意味記憶においてオブジェクトと緊密に結びついていて、対
象そのものの名前とほぼ同等のサリエンス（重要度）を有していることが推察される。この機
能の処理モデルを考えるなら、機能もオブジェクトの心理的表象と同様に表象され、ネットワ
ーク構造を有していると推定される。今後の研究の推進によって、その構造と機能を明らかに
できるであろう。 
 
３）短時間の目撃事態における記憶変容の現象の検討：誘導をどう防ぐのか？ 
 ここでは識別における誘導を防ぐ方法としての「わからない」判断を目撃者の識別時のオプ



ションに加えるということを行った。残念ながら、このオプションはそれほど有効に機能しな
いという結果となった。このことは従来から言われている二重盲検法の重要さを間接的に示唆
している。 
 
４）短時間の目撃事態における目撃者の記憶に対する確信度形成に及ぼす要因の検討 
 この検討では事前の目撃者の信用性尺度という尺度で測定される能力（実際には能力には無
関連）の情報をフィードバックし、そのフィードバックの内容によって、証言の正確さや確信
度に影響が出るのかどうかを検討した。その結果、確信度は成績が良かったと伝えられると、
確信度が上昇した。この事実は、事後の確証的フィードバック効果と同様に、事前の記憶が良
い等のメタ記憶の情報を操作してしまうと、目撃者の確信度が上昇することがあることを示唆
する。捜査段階での識別に対する教示に配慮すべき一要因として重要な情報である。 
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